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都道府県労働局長 殿

厚生労働省労働基準局勤労者生活部長

( 公 印 省 略 )

｢規制の設定又は改廃に係る意見提由手続｣の廃止に伴 ラ

最低賃金関係事務取扱手引の一部改正等について

最低賃金法 (昭和 34年法律第13'7号)に定める最低賃金の決定及び改正又は廃止の･

汲定 (以下 ｢最低賃金の決定等｣という.)については､｢規制の設定又は改廃に係る意見

提出手続｣(平成 11年 3月 23日閣議決定)に定める規制の設定又は改廃に該当すること

から､平成11年 7月 28日付け基賃発第10号 ｢規制の設定又は改廃に係る意見提出手

続実施に伴う最低賃金関係事務取扱手引の一部改正について｣(以下 ｢賃金時間部長通達｣

とい う｡)により規制の設定又は改廃に係る意見提出手続 (以下 ｢パブリック ･コメント手

続｣ という｡)を踏まえた事務処理について指示 してきたところである｡

今般､｢規制の設定又は改廃に係る意見提出手続｣は､その趣旨が行政手続法の一部を改

正する法律 (平成 17年法律第73号｡以下 ｢改正法｣という｡)による改正後の行政手続

書生 (平成 5年法律第 88号O以下 ｢新法｣という.)に引き継がれるため､改正法の施行 (平

成 18年4月1日)に伴い廃止されることが､｢｢規制の設定又は改廃に係る意見提出手続｣

の廃止について｣(平成 18年 1月31日閣議決定)により､定められたところである｡

さらに､新法に基づくパブリック ･コメント手続については､新法第 2条第 8号の命令

等を定めようとする場合に行わなければならないこととされているが､最低賃金の決定等

については同号に定める命令等に該当しないものである｡

これらのことにより､最低賃金額の決定等については､パブリック ･コメン ト手続を行

う必要がなくなるものである｡

よって､賃金時間部長通達を廃止することとし､これに伴い､｢最低賃金関係事務取壊手

引｣ (昭和 55年 3月 25日付け基賃発第2号｡平成 17年4月改正｡)を下記のとおり改

正することとしたので､事務処理に遺漏なきよう願いたい｡

記

1 総目次について

(1)第 2編中 ｢審議会の意見の公示並びに異議の申出及びパブリックコメン ト手続｣を

｢審議会の意見の公示及び異議の申出｣に改め､第 1のⅣの4 (6)から (8)まで及

び第 2の参考 2-9を削る｡



(2)第 3編中書式例 19を削る｡

2 第 2編 最低賃金の決定事務関係について

(1)目次中 ｢審議会の意見の公示並びに異議の申出及びパブリックコメント手続｣を ｢審

議会の意見の公示及び異議の申出｣に改め､第1のⅣの4 (6)から (8)まで及び第

2の参考2-9を削るD

(2)第 1のⅣの4の標題を ｢審議会の意見の公示及び異議の申出｣に改める｡

(3)第 1のⅣの4 (1)中 ｢また､規制の制定又は改廃を行 う過程において､国民等の

多様な意見 ･情報 ･専門的知識を行政機関が把握するとともに､その過程の公正の確

保 と透明性の向上を図る観点から､最低賃金の決定及び改正又は廃止の決定に関して

も､パブリックコメント手続きを踏まえた事務処理が必要とされている｡(〔参考 2-

9〕(P.137)参照)｣及び ｢を含む国民一般｣を削除し､｢なお｣を ｢また｣に改め

る｡

(4)第 1のⅣの4中 (6)から (8)までを削る｡

(5)第 1のⅤの6の標題を ｢審議会の意見の公示及び異議の申出｣に改めるD

(6)第 2の 〔参考2- 9〕を削る｡

3 第 3編 最低賃金の公示事務関係について

(1) 目次中書式例 19を削る｡

(2)書式例 7及び書式例 8中 ｢また､その他当該最低賃金の決定 (改正決定)に意見 ･

情報のある者は､平成〇年〇月〇日までに､○○労働局長あて､意見･情報及び住所 ･

氏名 (法人名)を記載した書面 (様式任意｡なお､｢○○地方最低賃金審議会の意見

に対する意見 ･情報｣と明記のことo)を提出されたいo｣を削るO

(3)書式例 9中 ｢また､その他当該最低賃金の廃止 ･決定に意見 ･情報のある者は､平

成〇年〇月〇日までに､○○労働局長あて､意見 ･情報及び住所 ･氏名 (法人名)を

記載 した書面 (様式任意｡なお､｢○○地方最低賃金審議会の意見に対する意見 ･情

報｣と明記のこと｡)を提出されたい｡｣を削る｡

(4)書式例 16中 ｢また､その他当該労働協約に基づく地域的最低賃金の決定に意見 ･情

報のある者は､平成〇年〇月〇日までに､○○労働局長あて､意見 ･情報及び住所 ･

氏名 (法人名)を記載した書面 (様式任意｡なお､｢地域的最低賃金の決定申請に対

する意見 ･情報｣と明記のこと｡)を提出されたい｡｣を削る｡

(5)書式例 17中｢また､その他当該労働協約に基づく地域的最低賃金の改正決定に意見 ･

情報のある者は､平成〇年〇月〇日までに､○○労働局長あて､意見･情報及び住所 ･

氏名 (法人名)を記載した書面 (様式任意｡なお､｢地域的最低賃金の改正の決定申

請に対する意見 ･情報｣と明記のこと.)を提出されたいO｣を削るO

(6)書式例 18中 ｢また､その他当該労働協約に基づく地域的最低賃金の廃止の決定に意

見 ･情報のある者は､平成〇年〇月〇日までに､○○労働局長あて､意見 ･情報及び

住所 ･氏名 (法人名)を記載 した書面 (様式任意｡なお､｢地域的最低賃金の廃止の

決定申請に対する意見 ･情報｣と明記のこと｡)を提出されたい｡｣を削る｡

(7)書式例 19を削る｡


























